
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ版 №１ 

平成 23 年 4 月 25 日発行  
（次号の発行は 5 月 10 日です。） 
お知らせ版に関する問合せは総合政策課へ 
※５月１日より、まちおこし政策課 

（担当：嶋
しま

末
すえ

 剛
ごう

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロード 

できます。 

 
 

家屋全棟調査を実施します 
 税務課では、固定資産税の課税を正確
に実施するため、町内の全ての家屋を対
象に全棟調査を実施しています。町民の
皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 
○実施時期：5 月～11 月 

 ○対象地域：上富田地区の一部(上城元、 
下城元、八幡、平田、越馬場、 

鬼付女、江の口台団地、  
中の丸団地、観音山団地)、 
下富田地区 

○調査方法：身分証明書および新富町の 
      腕章を身に付けた税務課職 

員がお伺いし、家屋の外観 
調査を行います。 

※ご不在の場合、必要に応じ敷地内へ立ち 
入らせていただき、調査することがあり
ますので、あらかじめご了承ください。 

○その他：家屋内部の調査が必要な場合、 

     後日、日程を調整の上、改め 
て調査させていただきます。 

 
◆問合せ 税務課 固定資産グループ 

担当：川西
かわにし

雅也
ま さ や

、甲斐
か い

義人
よ し と

 33-6075  

交通安全優良運転者表彰 
 高鍋警察署および高鍋地区交通安全協
会が行う、優良運転者表彰の推薦を行いま
す。推薦要件に該当する方は、ご連絡くだ
さい。 
○推薦要件： 

①運転継続年数が 10 年以上    
 ②交通事故、交通違反が 10 年以上無い   

  こと 
 ③交通安全協会員（運転免許更新時協 
   会費納入者）であること 
  ④過去に交通安全協会の表彰を受けて 

いないこと 
○申込期限：5 月 18 日(水) 
※申し込み方法などの詳細については、 

下記までお問い合わせください。  
◆問合せ 総務課 

※5 月１日より、防災基地対策課 

担当：壱岐
い き

文
ふみ

登
と

 33-6061 

 今年で 32 回目となる新
富町えびね愛好会の展示
会が、4 月 15 日から 16 日
にかけて、中央公民館で開
催されました。 
 会場には、エビネ蘭など
を中心に、会員の皆さんを
はじめ町内外の愛好者の
方々の、手塩にかけた可憐
な花々が展示され、会場は
甘い香りに包まれていま
した。 
 

【お詫びと訂正】 
4月8日発行分の表紙写真の説明文につい

て一部誤りがありました。 
「日置地区ミニバレー大会」は、正しく

は「日置各地区」です。お詫びして訂正い
たします。 

可憐
か れ ん

なる、花々の競演 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新富町文化会館情報 
【新富エイサーフェスティバル】 

 多数のサークルを迎え、総勢 300 人による

エイサーの祭典を開催します。 

○日時：5月 29日(日)午前 11時開演 

○場所：大ホール(全席自由) 

○内容： 

1部 
参加サークルによる演舞・子どもエ

イサー 

 

2部 

 

琉球舞踊・よさこい、和太鼓とのコ

ラボ・エイサー解説、伝統的エイサ

ー演舞 

3部 

特別ゲストミュージャン、日出
ひ で

 克
かつ

 氏 

によるエイサーライブ、創作エイサー 

演舞 

※フィナーレは文化会館前広場にて参加者全

員による総踊りで締めくくります。  

○料金：1,000円 

(チケットは文化会館にて発売中） 

【わらび座ミュージカル「アテルイ」】 

○チケット発売日：5月 10日(火) 

○料金：大人 2,000円・高校生以下 1,000円 

※全席指定  良い席は早目にお求めください。 

○公演日時：7月 10日(日)午後 2時開演 

○場所：大ホール 
 
◆問合せ  新富町文化会館 33-6205 

資源物の回収 
新富町婦人連絡協議会では、ごみを減らし再

利用・再資源化を進めていくため、毎月第 2・4 
月曜日に資源物の回収を行っています。 
 来月は下記の日程で行いますので、町民の皆
様のご協力をお願いします。 
○期日：5月 9日(月)、5月 23日(月) 
○時間：午前 7時～午前 9時 

○場所：町体育館、西体育館、上新田公民館の 
    各駐車場 
○収集物：古紙(新聞紙・チラシ)、雑誌(古本)、  
     ダンボール、牛乳パック 
※それぞれ、ひもで縛ってください。 
 
◆問合せ 新富町地域婦人連絡協議会  

会長：橋口
はしぐち

澄子
すみこ

 33-2514 

生涯学習課(中央公民館内) 

 担当：有田
ありた

辰
たつ

美
み

 33-6080 

春の全国交通安全運動 
 「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の
基本に実施されます。町民の皆さまのご理解、
ご協力をお願いします。 
○期間：5月 11日(水)～20日(金) 
○重点取組事項： 
①全ての座席のシートベルトとチャイルド 
シートの正しい着用の徹底 

 ②自転車の安全利用の推進 
 ③飲酒運転の根絶 
【街頭キャンペーンの開催】 

○日時：5月 17日(火)午前 10時～正午 
○場所：春日神社付近(県道木城・西都線沿い)  
○内容：自動車のエンジン・タイヤなどの無料 

点検、交通安全グッズ・ビラ等の配布 
 

◆問合せ  総務課 
※5月１日より、防災基地対策課 

 担当：壱岐
い き

文
ふみ

登
と

 33-6061 

 
 
 

○受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 
※ただし、土曜・日曜・祝日は除きます。 
  
◆問合せ  総務課 危機管理係 

担当：壱岐
い き

文
ふみ

登
と

 ３３－６０６１ 

「生涯学習講座」追加募集 
 
○募集講座： 
◇健康体操教室◇水墨画教室◇写真撮影入門 
◇パソコン教室（インターネット・ワード・ 
・エクセル）◇陶芸教室 

○申込方法： 中央公民館に備え付けの申込用紙 
       に必要事項を記入の上、お申し込 

みください。 
く ○申込期限： 5月 6日(金) 

※定員になり次第、締め切ります。 
 
◆問合せ 生涯学習課（中央公民館内） 

 担当：小野圭三
おのけいぞう

 33-1022 

       

心の健康相談 
 高鍋保健所では、専門の医師と保健師が心の

問題で悩んでいる方(本人や家族等)の相談に応

じます。 

○期日： 4月 27日(水)、5月 25日(水)、 

6月 22日(水) 

○時間： 午後 2時～午後 4時 

※事前予約が必要ですので、電話でお気軽に問

い合わせください。 

○場所：高鍋保健所 

○料金：無料 
  
◆問合せ 高鍋保健所22-1330



 

 

 

 

 

 

 

子ども手当は、平成２３年４月～９月までの６カ月間これまでと

同じ月額１３，０００円で引き続き支給されることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども手当は 
引き続き支給されます 

ご注意 
○ 次の方は、町への申請手続きが必要です 

・出生などにより、新たに養育する子どもができた方 

・すでに受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方 

・すでに受給していて、ほかの市町村から引越しをされた方 

 

○ 次の方は、手続きの必要はありません 

・すでに受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない方 

 

○ ６月の現況届の提出は不要です 

※ただし、１０月以降に届出・申請などが必要となることがあります。 

 

【問合せ】 福祉課 ※５月１日より、町民こども課         

担当：福重
ふくしげ

和泉
い ず み

  ３３－１２９３ 



 

 

○ 支給対象 ：０歳から中学校卒業まで 

（０歳から１５歳になった後の最初の３月３１日まで） 

○ 支 給 月 ：６月（２月～５月分）、１０月（６月～９月分） 

○ 支給金額 ：子ども１人につき 月額１３，０００円 



◎ 問合せ

日曜日 月曜日

収集
しません

通常収集

旧藤山ごみ処
理場への粗大
ごみ等の搬入
はできます

燃やせる
ごみ

5月8日 5月9日

旧藤山ごみ処
理場への粗大
ごみ等の搬入
はできます

収集
しません

通常収集 収集しません 通常収集
収集

しません

燃やせる
ごみ

燃やせない
ごみ

土曜日

5月1日 5月2日

燃やせる
ごみ

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

旧藤山ごみ処
理場への粗大
ごみ等の搬入
はできます

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日

木曜日 金曜日 土曜日

収集
しません

収集
しません

容器包装
プラ

資源ごみ
昭和の日資源ごみ

燃やせる
ごみ

旧藤山ごみ処
理場への粗大
ごみ等の搬入
はできます

通常収集 通常収集 通常収集

 

町民生活課 　※５月１日より、環境水道課

担当：永野浩規
ながの　ひろき

　電話：33-6072

4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

火曜日 水曜日

町民の皆さまには、日頃からごみの分別収集にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、連休中のごみの収集については、下記カレンダーのとおりとなりますので、ご理解とご協力

をよろしくお願いします。


